
 
 

調査の概要 
 

１ 調査の目的 

  労働災害動向調査は、主要産業における労働災害の発生状況を明らかにすることを目的としている。 

 

２ 調査の範囲 

 （１）地域 

    全国 

 （２）産業及び総合工事業の工事の種類 

   ア 事業所調査 

     日本標準産業分類（平成25年10月改定）による、「農業,林業」、「漁業」、「鉱業,採石業,砂利採取業」、

「建設業（総合工事業を除く。）」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業（通信業、

新聞業及び出版業に限る。）」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「宿泊業,飲食サービス業（旅館,ホ

テルに限る。）」、「生活関連サービス業,娯楽業（洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る。）」、「医療,福祉

（病院、一般診療所、保健所、健康相談施設、児童福祉事業、老人福祉・介護事業及び障害者福祉事業に限

る。）」、「サービス業（他に分類されないもの）（一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機

械修理業及び建物サービス業に限る。）」 

ただし、事業所規模10～29人については、製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木

製品製造業（家具を除く）、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、窯業・土石製品製造業、金属

製品製造業、はん用機械器具製造業及び生産用機械器具製造業のみとした。 

   イ 総合工事業調査 

     総合工事業に属し、工事の種類が河川土木工事業、水力発電施設等新設事業、鉄道又は軌道新設事業、地下鉄

建設事業、橋りょう建設事業、ずい道新設事業、道路新設事業、その他の土木工事業、舗装工事業、建築工事

業、その他の建築事業であるもの。 

 （３）調査対象 

   ア 事業所調査 

     事業所母集団データベース（令和２年次フレーム）の事業所を母集団として、主たる事業が上記（２）アに掲

げる産業に属する30人以上の常用労働者を雇用する民・公営事業所（国営事業所を除く。農業,林業、漁業につ

いては、民営事業所のみ）及び製造業のうち特定の産業に属し、10～29人の常用労働者を雇用する民営事業所の

うちから、産業、事業所規模別に層化して無作為に抽出した約32,000事業所とした。なお、管理・事務部門のみ

をもって構成する事業所及び鉱業,採石業,砂利採取業のうち鉱山保安法の適用を受ける鉱山は除いた。 

   イ 総合工事業調査 

     労働保険適用台帳に登録されている有期事業の工事現場を母集団として、上記（２）イに掲げる工事の種類に

属し、労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）の概算保険料が160万円以上又は工事の請負金額が税

抜き１億8,000万円以上の工事現場のうち、労災保険の保険関係成立年月日が平成31年４月１日から令和５年 

７月31日までの範囲であり、かつ、終了年月日が令和５年６月１日以降であり、かつ、成立年月日から終了年月

日までの日数が155日以上の工事現場のうちから、工事の種類、請負金額別に層化して無作為に抽出した延べ約

5,500工事現場とした。 

 

３ 調査の時期 

 （１）事業所調査 

令和５年１月から同年12月までの状況について、令和６年１月１日から１月20日に調査を行った。 

 （２）総合工事業調査 

 令和５年１月から同年12月までの状況について、令和６年１月１日から１月20日に調査を行った。 

 

４ 調査事項 

 （１）事業所調査 

   ア 事業所の名称及び所在地 

   イ 主な生産品の名称又は事業の内容 

   ウ 企業全体の常用労働者数 

   エ 事業所の全労働者数及び常用労働者数 

   オ 調査期間中の全労働者の延べ実労働時間数  



 
 

   カ 労働災害による労働不能程度別死傷者数及び延べ休業日数 

   キ 不休災害被災労働者数 

 （２）総合工事業調査 

   ア 工事現場の名称 

   イ 主な工事の内容 

   ウ 工事の請負金額 

   エ 調査期間中の工事日数 

   オ 調査期間中の工事現場の全労働者の延べ実労働日数及び延べ実労働時間数 

   カ 労働災害による労働不能程度別死傷者数及び延べ休業日数 

   キ 不休災害被災労働者数 

 

５ 調査の方法 

 （１）事業所調査  

    厚生労働省が、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所の記入担当者が記入した後、厚生労働省に郵

送又はインターネットを利用したオンライン報告方式（政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利

用）により提出する方法により実施した。 

 （２）総合工事業調査 

    厚生労働省が、調査票を調査対象工事現場を統括管理する事業所へ郵送し、調査対象工事現場を統括管理する事

業所の記入担当者が記入した後、厚生労働省に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式（政府統計

共同利用システムのオンライン調査システムを利用）により提出する方法により実施した。 

 

６ 集計・推計方法 

（１）事業所調査 

    産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から労働災害率（度数率、強度率） 

等を算出した。 

 （２）総合工事業調査 

    工事の種類、請負金額ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から労働災害率（度数率、強度 

率）等を算出した。 

 

７ 調査系統 

  厚生労働省 ― 報告者 

 

８ 有効回答率 

 （１）事業所調査（事業所規模100人以上の事業所） 

    調査客体数 14,777 有効回答数 9,798 有効回答率66.3％ 

 （２）総合工事業調査 

    調査客体数  5,583 有効回答数  4,643 有効回答率83.2％ 

  


